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村では、県外移住者の移住・定住促進、空き家の利活用を促進するため、マイホーム（中古住宅を

含む）取得に係る経費の一部を補助します。また、福島県と連携し、さらに補助金を加算して支援し

ていきます。 

 

１．補助対象者について 

下記①と②の全ての項目該当すること。 

①補助対象となる方 ②補助対象となる住宅 

ア 県外に半年以上（住民登録）居住していた

実績があり、県外住所を転出した日から 5年

以内に村内へ移住した者 

ア 村内に所在していること 

イ 令和 4 年 4 月以降に取得した住宅に転入

し定住する方 

イ 新たに住宅の新築または売買に係る契約を締

結し取得した住宅であること 

ウ 村税等の滞納がなく暴力団員等でない方 ウ 補助対象者またはその配偶者の３等身以内の

親族から取得したものではないこと 

エ 居住地域の自治会（行政区）に加入し地域

活動に協力できる方 

エ 別荘など一時的な利用に供するものではない

こと 

オ 世帯内に扶養する子供がいる場合、学校

は原則として村内の小中学校に通うこと。 

オ 建築基準法等の関係法令に適合し、昭和 56 年

以前に建築された中古住宅の場合は、事業完了日

までに耐震診断を実施する建物である。 

 

２．補助金について 

 住宅取得経費（土地取得経費や外構工事費を除く）の１／２を補助する。 

 または、下表により算出した額のいずれか低い額。 

 

 

新築 住宅の工事経費 等 

 中古 住宅の売買経費 等（家屋改修費用、登記に係る経費は除く。） 

  

取得住宅 

村県 

補助 
補助基本額 

加算額 

若年・子育て世帯 村内就業 

新築住宅 

中古住宅 

村 50 万円（上限） 10 万円 10 万円 

県 50 万円（上限） 10 万円 10 万円 

※ 県・村の予算範囲外である場合は、当年度の補助金の交付ができない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和村移住促進住宅取得支援事業補助金 

住宅取得経費とは 

〈お問合せ先〉 

昭和村役場 産業建設課 観光交流係 

〒９６８－０２１２ 福島県大沼郡昭和村大字喰丸字宮前１３７４番地 

電話：０２４１－５７－２１２４     ＦＡＸ：０２４１－４２－７３２２ 

Mail：kankou@vill.showa.fukushima.jp 



 

昭和村移住者住宅取得支援事業補助金フロー図 

申請者  昭和村役場（観光交流係） 

 

令和４年４月１日以降に契約 

 

 

 

      【重要】所有権保存及び移転登記完了後 

          「１年以内」に申請書の提出が 

          必要です。 

  

補助対象住宅の取得 

（所有権保存登記又は所有権移転登記） 

補助金交付申請書（様式第一号） 

【添付書類】 

□対象住宅の工事請負契約書または売買契約書 

□対象住宅の位置図、平面図 

□対象住宅の登記簿謄本 

□住宅取得時の請求書類 

□住宅取得時の支払い書類（領収書、払込書） 

□補助対象者の身分証明書 

□世帯全員の住民票 

□世帯全員の戸籍附票 

□世帯全員の納税証明書 

（住民税、固定資産税、軽自動車税、国保税） 

□補助金振込先の通帳の写し 

□就業証明書 

□検査済証の写し（新築の場合） 

□耐震診断書の写し（昭和 56年 5月 31日以前 

の住宅の購入の場合） 

□誓約書（様式第五号） 

※住民票、戸籍附票、納税証明書は３カ月以内

に取得したもの 

決定通知書を受理（郵送します） 

補助金交付請求書（様式第３号） 

補助金の受領（預金通帳をご確認ください。） 

事業完了 

（交付を受けた翌年度から毎年度末状況報告） 

申請書及び添付書類を整理・内容 

の確認、審査 

福島県連携事業「来てふくしま住宅 

取得支援事業」交付申請 

福島県 

内容審査 

村へ交付決定 

交付決定（却下）通知書 

請求書を受理 

補助金の交付 

（指定口座に振り込み） 

定住状況を５年間確認します 

申請する前の注意事項 

申請の前にチェックシートにより補

助に該当するか、要件をご確認いただ

き、申請の 1 カ月前を目安に事前相談 

をお願いいたします。 


